
令和５年第３回定例会（９月議会）予算及び付託議案審査関係資料

令和５年９月１１日
企 画 振 興 部

【議案関係】
市 町 村 課 「市町村への権限移譲の推進に関する条例の一部を改正する条例案」について

・・・（議案第１４９号） １



「市町村への権限移譲の推進に関する条例の一部を改正する条例案」について（議案第１４９号）

市町村課

１ 改正理由

知事の権限に属する事務の市町村への移譲の推進を図るため、衛生パッケージに係る権限移譲対象事務に旅

館業の譲渡及び譲受けの承認の事務を加える必要がある。

２ 改正内容

（１）権限移譲対象事務に旅館業法第３条の２第１項の規定による旅館業の譲渡及び譲受けの承認の事務を加え

る。（別表第３４関係）

（２）その他所要の規定の整理を行う。

３ 施行期日等

（１）改正法の施行の日又はこの条例の公布の日のいずれか遅い日から施行する。

（２）その他所要の経過措置を設ける。
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